
経営事項審査における添付資料について
長崎県においては従来「提示する書類」としていたものも、添付していただく必要があります！
☆添付資料の例☆

左図は「建設業許可・経営事項審
査電子申請システム（JCIP） 操
作マニュアル ２．３版」のP１０
０、１０１です。

次ページ以降において、具体的な
添付書類と添付先をご説明いたし
ます。



経営事項審査における添付資料について

詳細補足説明書類名

長崎県が求める資料・入力を掲載しております。チェックリスト

ペイジー、県収入証紙（R7.3まで）での納付の場合は不要【経審申請用】審査手数料支払申込書

３ページ参照通知申請書の認証キーの入力されていれば添付不要経営状況分析結果通知 ※省略可（R７から取扱を変更）

決算変更届が電子申請で届出済みの場合は不要工事経歴書 ※省略可（R７から取扱を変更）

４ページ参照決算変更届が電子申請で届出済みの場合は不要直前３年の各事業年度における工事施工金額 （様式第三号）
※省略可（R７から取扱を変更）

４ページ参照各工事業毎、請負金額の高い方から３件ずつ添付工事の証明書類

当初許可日、休業期間等の根拠資料初めての許可通知書又は営業の沿革

４ページ参照該当がある場合のみ。ＪＶ協定書

その他添付ファイルに「追加」して添付する必要がある書類一覧

消費税及び地方消費税の納税証明書
（その１）です！

項目が無い場合は「追加」を
クリックして添付してください。

※上記については添付漏れが非常に多いです！未添付の場合は審査が出来ませんので必ず添付して下さい。



経営事項審査における添付資料について
（１）「様式第２５号の１４： 経営規模等評価申請書・総合評定値請求書」について

※「建設業許可・経営事項審査電子申請システム（JCIP） 操作マニュアル ２．３版」のP ３２８、３２９

①「許可を受けている建設業」において任意の値に変更
した場合は、変更に関する根拠資料を添付

例）建設業許可通知書又は許可証明書
許可取消通知書 など

②「自己資本」において２期平均を選択した場合は、根
拠資料を添付

例）経営状況分析結果通知（２期分）

〇貼り付け先

※②は指定の貼り付け先をご使用ください。

③経営状況分析結果通知書には認証キーが記載されてお
ります（通知書の右下）ので、必ず入力してください。

※①は「その他添付ファイル追加」を使用してください。
書類名は貼り付ける書類の名称（任意）で構いません。



経営事項審査における添付資料について
（２）「様式第２５号の１４ 別紙１： 工事種類別完成工事高・工事種類別元請完成工事高」について

〇留意事項
①初めて又は業種追加での経営事項審査を受ける場合は以下に留意してください。
・２年平均で受ける場合は、「審査対象事業年度」及び「前審査対象事業年度」にかかる上記書類を追加
・３年平均で受ける場合は、「審査対象事業年度」、「前審査対象事業年度」及び「前々審査対象事業年度」にかかる上記書類を追加
②その他、必要に応じて補正で追加資料を依頼する場合があります。

システムの仕様上では工事経歴書しか項目がありませんが、長崎県においては以下の書類が添付されていない場合、審査
できません。お手数をおかけしますが、「その他添付ファイル追加」により、確認書類の追加作業をお願いします。

備考必要資料

申請直前の決算変更届におけるすべての業種。電子申請で届出済みの場合は不要工事経歴書（様式第二号）

申請直前の決算変更届のもの。電子申請で届出済みの場合は不要直前３年の各事業年度における工事施工金額
（様式第三号）

各請負工事における工事請負契約書、完成確認書、注文書、請書、請求書 など
※業種ごとに工事経歴書掲載の内、請負金額が上位のもの３件以上を添付すること。

→必要に応じて追加提出を依頼する場合があります。
※書類の右肩に業種と番号（工事経歴書の掲載順）を付記し、まとめて添付すること。

例）土木一式の掲載２番目の場合 → 「土②」

工事の証明書類【必須】

ＪＶ工事実績有りの場合のみＪＶ協定書

※補足事項：確認書類の追加作業をされる際、書類名称は上記「必要資料」に記載の名称を記入してください。



経営事項審査における添付資料について
（３）「様式第２５号の１４ 別紙２： 技術職員名簿」について

常勤性を証明する資料、資格等を証明する資料、継続雇用制度に関する資料の具体例は以下の通りです。

備考具体例資料名称

「対象者の状況別の証明資料」
※審査基準日後に退職した者
・雇用保険又は健康保険の資格喪失届
※出向社員
・出向契約又は協定書＋出向辞令書
※役員の被扶養者（雇用保険適用外）
・健康保険証（被扶養者用）又は確定申告書（専従者欄の記載）
＋出勤簿及び源泉徴収票

・健康保険証 ※R7.12.1まで
・雇用保険被保険者資格取得等確認通知書
※個人事業主の場合
・所得税確定申告書２期分
※社会保険・雇用保険が適用除外の場合
・出勤簿及び源泉徴収票

常勤性を証明する資料

エラー一覧に「エラー」又は「ワーニング」と表記されている場
合のみ。
※システム上資格等の有無が確認できない方全てが対象です。

・技術職員の資格者証等
※監理技術者資格を有する場合
・監理技術者資格者証（表面＋裏面）
・技術職員名簿（R5.10.31以前の長崎県の審

査済印が押印されているものに限る）
・実務経験証明書

資格等を証明する資料
（※）

常時10人以上の労働者を使用する企業のみ
※「その他添付ファイル追加」により、確認書類の追加

労働基準監督署の受付印のある就業規則
※表面（受付印押印）＋該当条文のページ

継続雇用制度の適用に
関する資料

※資格等を証明する資料について「前回確認済」と表示された
ものについては根拠資料の添付省略可とします。（右記参照）



経営事項審査における添付資料について
（４）「様式第２５号の１４ 別紙３： その他の審査項目（社会性等） 」について

社会性等の確認資料の添付は「任意」と記載されておりますが、該当がある場合は「必須」ですのでご注意ください。

これらは添付不要 資料の根拠や具体例は経営事項審査要領をご参照ください。

常勤性は技術職員の
添付資料を参照

（補足）項番５５営業年数については「その他添付ファイル追加」
    により、確認書類の追加してください。


